
台東区民会館使用料一覧

会議室等使用区分及び使用料（単位：円）

午前 午後 夜間1 夜間2 全日1 全日2

9時から
12時

13時から
17時

18時から
21時

18時から
22時

9時から
21時

9時から
22時

第1会議室 30 3,500 4,800 4,900 6,300 13,200 14,200

第2会議室 150 10,200 13,700 14,300 18,400 38,200 41,300

第3会議室 60 3,700 4,900 5,100 6,600 13,700 14,800

第4会議室 48 4,300 5,800 6,000 7,800 16,100 17,400

第5会議室 100 7,200 9,500 10,000 12,900 26,700 29,000

ホール 300 17,700 23,800 24,900 31,900 66,400 71,900

※入場料を徴収したり、物品販売をする場合は使用料が倍額となります。

特別会議室使用料（1単位2時間）

定員（人） 料金（円）

120 10,700

100 9,200

50 5,500

40 4,000

12 1,500

※特別会議室(和室)は、特別会議室(小)から名称を変更したものです。

※特別会議室(小)は、新設の会議室です。

※入場料を徴収したり、物品販売をする場合は使用料が倍額となります。

付帯設備使用料一覧

1本

1台

1式

1台

1台

1基

1台

1台

1台

1基

1枚

※プロジェクターとパソコン等の接続はいたしかねます。利用者各自でお願いいたします。

特別会議室（中）

室　名 定員（人）

室　　　　　名

特別会議室（特）

特別会議室（大）

持込機材の電源

ステージ

演台・花台

特別会議室（和室)

特別会議室（小)

付　　帯　　設　　備

ワイヤレスマイク

CD・カセットプレイヤー

映像装置（TV,BD,DVD,VHS）

※午前と午後または午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料は徴収
　しません。

※ホールは2分の1として利用することができますが、申込は6ヶ月前となります。使用料は上記の
　2分の1です。

※特別会議室の使用時間を超過して使用する場合の使用料は、1時間につき、規定使用料の
　1時間相当額となります。

金屏風

賞状盆

使用料
（午前・午後・夜間それぞれ）

200円

500円

1,000円

1,000円

1,000円

200円

500円

オーバーヘッドプロジェクター

液晶プロジェクター

スクリーン（移動式）

※仮予約時には申込みできません。使用料支払い後の予約となります。

※使用料は、午前・午後・夜間をそれぞれ1回とします。午前+午後+夜間の使用では3回となります。

500円

200円

1,000円

100円


